
高速道路高速道路高速道路

一般道路を走行する 車両の一部を 高

速道路へ 転換 し、 一般道路の渋滞を

緩和

弾力的な料金 制度 により、 高速道路の利用を促

進することで 公益を拡大

を促進。

無料無料

有料有料

一般道路一般一般道路道路
転換

高速道路高速道路

有料

転換

高速道路と一般道路を一体的にとらえた総合的政策

一般道路を走行する車両の一
部を高速道路へ転換し、一般
道路の渋滞を緩和

一般道路

弾力的な料金制度により、高速道路の利用
を促進することで公益を拡大

無料

時間帯や利用距離に応じ
て料金を割り引く弾力的な
料金制度により、高速道路
の利用を促進

余裕がある高速道路へ交通を転換することにより、一般道路の渋滞緩和等の公益を拡
大 （総合的なパフォーマンスの向上）

３．道路の機能分化
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日本 ドイツ

注1)高速道路利用率は、全トリップ数に占める高速道路を利用したトリップ数の割合
注注2)ドイツについては、市町村ODペアの空間距離および市町村人口から重力モデルを用いて市町村ODペア間のトリップ数を推計した。そして、市町村ODペア間の最

短経路の高速道路利用の有無をDRMを用いて抽出し、これとトリップ数からトリップ数の割合を算出した。
出典：日本：平成11年度道路交通センサス起終点調査

日本とドイツの距離帯別高速道路利用割合

ドイツは10㎞程度のトリップ距離の交通から、高速道路を利用する割合が急激に増加。
我が国では10㎞程度のトリップ距離の交通はほとんど高速道路を利用していない状況

十分に使われていない高速道路

３．道路の機能分化



【出典】警視庁統計データ

中央環状王子線 L=7.1km
H14.12.25開通

王子線沿線の死傷事故件数

幹線道路 幹線接続道路 生活道路
（表通り） （居住地内等）（裏通り）

平成13年度 平成15年度
（供用前） （供用後）

（件）

2,866 2,815

1,999 1,839

761

512

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

-8%

-33%

-
2%

（（5,626)5,626)

（5,166)

・中央環状王子線（平成14年12月開通）沿線の生活道路では、死傷事故件数が開通前
に比べ３割減少３割減少

・環状道路整備は、渋滞していた幹線道路からの交通の転換を促し、容量の空いた幹
線道路への生活道路からの交通の転換を促進

幹線道路整備による生活道路の機能回復

３．道路の機能分化



従来の

有料道路IC スマートIC

【スマートＩＣ】料金徴収のための集約が不要。

料金収受の人件費が不要。
→建設コスト・管理コストの削減

【背景】

○平均IC間隔：日本約10km

⇔ 高速無料の諸国4～5km

原因：①料金徴収が必要、

②建設費が多額（料金徴収経費を抑制するため

施設集約が必要）

○高速が通過する７８３市町村のうち、
２７０市町村（約１／３）にＩＣなし（Ｈ１７．８．１現在）

○高速の有効活用、地域の活力の向上には追加

ICの整備が有効

【効果】

人、ものの移動の円滑化

→ 地域の生活の充実・経済の活性化

・出入交通量の分散による交通混雑の改善

・交通の一般道から高速への転換による

交通安全、沿道環境の改善

・集客施設・運送関連施設等との連携強化

・救急医療施設へのアクセス性の向上による

医療サービス水準の向上 etc

スマートＩＣ導入の取り組み

３．道路の機能分化

【H16年度～】
SA・PAに接続するスマートICの社会実験
→全国２５所で実験実施中(H18.2.15現在)

【H17年度】
社会実験の拡充
→ＳＡ・ＰＡ型実験の拡充等
→本線直結型実験

【H18年度】
スマートＩＣの本格導入



主な有料道路割引制度

３．道路の機能分化

―

平日オンピーク時間帯
３％割引キャンペーン（17
年度中）

平日オンピーク時間帯
３％割引キャンペーン（17
年度中）

○マイレージポイント2倍

キャンペーン（17年度中）

○マイレージポイント３倍

キャンペーン

（平成１７年１２月全日）

（平成１７年１月～３月の

土曜・日曜・祝日）

○新規申し込み６００ポイン

トプレゼントキャンペーン

○マイレージポイント2倍

キャンペーン（17年度中）

○マイレージポイント３倍

キャンペーン

（平成１７年１２月全日）

（平成１７年１月～３月の

土曜・日曜・祝日）

○新規申し込み６００ポイン

トプレゼントキャンペーン

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

業務

向け

一般

向け

大口・多頻度割引

（平成17年4月1日～）

多頻度割引

（平成17年10月1日～）

多頻度割引

（平成17年10月1日～）

大口・多頻度割引

（京葉・アクア）

（平成17年4月1日～）

大口・多頻度割引

（平成17年4月1日～）

マイレージ割引

（平成17年6月1日～）

マイレージ割引

（平成17年10月1日～）

多頻度割引

（平成17年10月1日～）

マイレージ割引

（平成17年4月1日～）

マイレージ割引

（平成17年4月1日～）頻
度
割
引

時
間
帯
割
引
等

本州四国高速道路

株式会社

阪神高速道路

株式会社

首都高速道路

株式会社

東・中・西日本高速道路株式会社

その他高速自動車国道

―

夜間割引

（平成17年10月1日～）

・午後７時～午前７時

：１０％割引※

平日オフピーク割引

（平成17年10月1日～）

・午前１１時～午後４時

：１０％割引

休日割引

（平成17年10月1日～）

・土曜・日曜・祝日

：全日２０％割引※

※阪神西線は半分の割
引率

夜間割引

（平成17年10月1日～）

・午後１０時～午前６時

：２０％割引

平日オフピーク割引

（平成17年10月1日～）

・午前１１時～午後３時

・午後６時～午後１０時

：１０％割引

休日割引

（平成17年10月1日～）

・日曜・祝日

：全日２０％割引

―

深夜割引

（平成16年11月1日～）

・午前０時～午前４時

：３０％割引

早朝夜間割引

（平成17年1月11日～）

・午後１０時～翌朝６時

：５０％割引

通勤割引

（平成17年1月11日～）

・午前６時～午前９時

・午後５時～午後８時

：５０％割引



事故率（終日）
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9. 0 7. 5

１６％減少

時間帯別交通量（大型車）の変化

○深夜割引時間帯の一般道路交通量（国道１９号）が減少し、高速道路交通量（中央自動車道）が増加
し、一般道路の利用割合も４．７ポイント低下

○夜間一般道路（国道１９号）の交通事故発生件数が１６％減少し、終日の事故率では１８％減少
○時間帯別大型車交通量を見ると、一般道路で４時台に１６％減少し、高速道路で２時台に１２％増加

※集計データ：高速道路および一般道路の車両感知器データ
集計期間：H17.6.27(月)～7.1(金)とH16.6.28(月)～7.2(金)の平日平均

 国道１９号（木曽山口、平日平均、大型）
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22h～6h交通量

3,076台→2,673台（-403台）深夜割引

最大約16％減少(4時台)

中央自動車道（園原～中津川、平日平均、大型）
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最大 約12％増加(2時台)

深夜割引

※集計データ：高速道路および一般道路の車両感知器データ
集計期間：H17.6.27(月)～7.1(金)とH16.6.28(月)～7.2(金)の平日平均
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国道１９号における交通事故発生件数（夜間）
および事故率（終日）

園原～中津川における
断面交通量の変化

※集計データ：一般道路の事故データ
発生件数：H12～H16とH17の上半期の夜間月平均(夜間:日没から日

事故率: H12～H16とH17の上半期の終日月平均
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11

料金割引による交通への影響・効果例

３．道路の機能分化



ロンドンの貨物車交通規制

・違反の状況によって50～1000ポンド（約１万～２０万円）
の反則金

・パトロールと監視カメラを併用。監視カメラは、主要な交
差点に設置されており、ナンバープレートを撮影可能。デ
ータベースでプレートナンバーを検索すると当該車両の許
可内容が分かる。

・年間2000件の違反が報告されている。

取締り方法

赤のルートには大型貨物車が集まるが、赤のルートの沿道は
住宅地でなく、工場、商業施設、オープンスペースとなって
いる。

走行許可対象ルートの
特徴

目的地付近までは次ページの図中の赤のルートを利用し、そ
の後の目的地までは道路や沿道状況を見て、影響の少ない
ルートを指定して許可する。

許可する走行ルー
ト

「なぜその時間帯に、そのサイズの貨物車で、その場所に荷
物を届けることが必要なのか」を説明する合理的な理由を示
す必要がある。

必要性の説明許
可
の
条
件

・年間55,000台の許可を発行（申請のうち約1/８は拒否）許可の状況（1999年）

無料（将来は手数料の徴収を検討）申請の費用

長期：１年、短期：１～２ヶ月、１回の３種類許可の種類

総重量１８トン以上の貨物車
（１８トン以上とすると３軸車になり判別しやすいため。）

規制の対象となる車両

平日：２１時から翌朝７時まで、
休日：土曜１３時から月曜７時まで

実施時間帯

グレーターロンドン内の３３のバラ（区）（条例に基づく）対象地域

概要項目

ロンドンでは、平日夜間と週末に大型貨物車がグレーターロンドンへ流入することを規制し、必要不可欠
な車両にのみ走行するルートを指定して走行を許可している。

表：ロンドン大型貨物車走行規制の概要
ロンドン大型車走行規制による規制地域

と通行を許可する幹線道路

注：青い地域が規制地域。

赤いルートが通行可能なルート

３．道路の機能分化



東京の貨物車交通規制

○週末の大型車走行規制
東京都の環状七号線内側では、土曜日の２２時から日曜日の朝７時まで大型車の走行が禁止され

ている。環状七号線と交差する道路には規制標識が立てられており、また、首都高速道路の出口に

も規制標識が立てられている。域内に流入する場合は、許可証が必要である。

【週末の大型車通行規制範囲】

パリ市

【通行禁止の標識】

○違反の場合

・三月以下の懲役又は五万円以下の罰金

（通常九千円、違反点数２点）

３．道路の機能分化



2003年2月17日開始時期

平日の午前７時から午後６時３０分

（祝祭日は除く）
課金時間帯

・公共交通機関の改善と運賃引下げ

・歩行者、自転車利用者のための環境整備

等

課金収入

の使途

・事前又は当日に入域許可証を購入

・入域許可証は、商店のほか、郵便、電話、
インターネット、携帯電話のメール等で販売。

課金徴収

方法

全車種一律 一日 £８ （約1,600円）課金額

対象地域内を走行又は駐車している車両

（エリア・プライシング方式）
課金対象

セントラルロンドン

（Inner Ring Road の内側：面積22㎞2）
対象区域

交通環境改善

（渋滞緩和・環境改善等の諸施策を含む）
目的

内 容項 目

セントラルロンドン ［２２k㎡］

ロンドンのロードプライシングの状況

【主な効果】
• 区域内の渋滞（平均-ピーク時） 30%減少
• 課金区域内の平均速度

14.1km/h→約17km/h（約2割増）
• 課金区域内交通量（台km）

12%減（課金対象車両は25%減、バス・タク
シーは増加）

• バス乗客数 流入37%増、流出29%増
• 人身事故件数 約15%減少
• 排気量（推計）

NOx・PM約12%減少、CO2約19%減少

３．道路の機能分化
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←道路を観光資源化

（日本風景街道）

↑走りやすさマップ
◎観光資源の創出

◎情報提供の充実◎観光資源へのアクセス改善

ﾌｫﾄｽﾎﾟｯﾄ＆ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ→
（愛称：とるぱ）

↑観光地へのアクセス整備

←高規格道路等の整備

観光振興と道路

←道の駅からの
情報発信

情報案内

４．ユーザーサービスの向上



○ユニバーサルデザインの考え方や観光立国行動計画等を踏まえ、外国人旅行者等
も含めた全ての道路利用者の快適・円滑な移動を支援

①主要交差点でのルート番号表示率を向上

→誘導の円滑性に優れ、土地に不案内な訪問者や外
国人観光客等に対しても わかりやすい。

←路線番号を表示した案内標識の例

90%69%60%

平成19年度目標平成17年度目標平成16年度実績

主要交差点でのルート番号表示率

（対象交差点：都道府県道以上の道路が交差する箇所 約39,000箇所）

③交差点名称を表す標識の充実 →現在位置を認識するための有効な手段。

交差点名が表示された案内標識の例

 

②歩行者用の地図標識の整備推進

→地図中には、地域性等を勘案し必要に応じた他の
外国語による案内の実施、及びピクトグラムの活
用が可能。

凡例を
多言語表記歩行者用の地図標識

わかりやすい道路案内標識の整備

４．ユーザーサービスの向上



通りの名前を利用した『道案内プロジェクト』 in 【長崎市】
通りの問題点

期待される主な効果

○旧町名や通りの名称を、地区内外の人にPR。

○地区内外の人への道案内がより簡単に。
○道に親しみを感じ、道を大切にしようという気持ちに。
○全国に先駆けた新しい道案内システムを長崎から発信。

日本と欧米の道案内の比較

日本：地名による道案内 欧米：通りの名前による道案内

欧米では、通りに名前が付き、その通りに沿って順序よく
地番が振られている。通りの名前による道案内は、初めて訪
れる人への案内システムとして優れている。

歴史と由緒ある旧町
名や通りの名称が十

分に活かされていな
い。

案内したい場所を

うまく説明できる
ルールがない。

※『※『長崎さる長崎さるくく博博』』とは・・・とは・・・

「長崎さるく博」は、日本ではじめてのまち歩き博覧会。「さるく」とは、ぶらぶら歩くと
いう長崎弁。長崎ならではの歴史や風物、かくされた謎を紹介する４２のコースと名
物「さるくガイド」が訪問者を「わからんまち 長崎」にご案内します。
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『通り名・位置番号』方式：

○通り名と位置番号で地点を案内。

○位置番号として、通り起点から２０ｍおきに、右側に奇数番号、
左側に偶数番号を振る。

通り名称で道案内

(電話での活用イ

メージ)
「当店は、『川端
通り６』にござい

ます。」

通り名・地点表示通り名マップ

19

1
３
５

・
・
・

２
４
６

・
・
・

通り名の案内
標識を設置

20
m

○○和菓子店
住 所：長崎市古川町1-
10

（川端通り６）
営業時間：10:00～20:00
電 話：(095)123-4567
定 休 日：毎週日曜日

(HP、チラシでの
活用イメージ)

住所に「通り名に
よる道案内」を併
記

プロジェクトプロジェクト『『３点セット３点セット』』

（長崎市街地）（長崎市街地）

＜プロジェクトのねらい＞

通りの名前を利用した新しい「道案内」の仕組みを
作って、わかりやすい通りづくりと、まちの歴史の継
承と活性化を目指す→まずは、『長崎さるく博※』で、
実験としてスタート！

成
木
街

道

19

通り名と
番号で地

点表示

４．ユーザーサービスの向上



181
280

448

658

911

1188

1338

0

500

1,000

1,500

'00.3 '01.3 '02.3 '03.3 '04.3 '05.3 '05.9

1,300万台突破

ＶＩＣＳユニットの累積出荷台数

（万台）

ＩＴＳによる既存ストックの有効利用

渋滞解消や二酸化炭素排出削減等、ＩＴＳは先端・流行から社会的課題の解決ツールに
ＩＴＳの普及によりスマートなモビリティ社会を実現

【全18本線料金所合計】

7.9

29.5

59.2

3.2

61.6%

28.1%

14.5%
4.8%

0

20

40

60

平成14年11月 平成15年11月 平成16年11月 平成17年11月

渋滞量（ｋｍ・ｈ/日）

0%

30%

60%

90%

ETC利用率（％）

渋滞量

ETC利用率

図 【首都高速】ETC利用率と本線料金所を先頭とした渋滞状況
（全18本線料金所合計）

渋滞
解消

ETC利用率

渋滞量

ＥＴＣにより首都高本線料金所渋滞ほぼ解消
ＶＩＣＳによる二酸化炭素排出削減※

多様なサービスを一台の車載器で利用可能に
２００７年から情報提供新サービスを

Ｉ
Ｔ
Ｓ
を
活
用
し
て
道
路
資
産
の
有
効
活
用

情報提供新サービスイメージ

○○峠 雪注
意

　　「○○峠、雪に注意」　　「○○峠、雪に注意」

○○峠 雪注
意

音声画像

の活用

広域化
精緻化

※京都議定書目標達成計画により２０１０年までにＶＩＣＳサービスにて約２４０万ｔ－ＣＯ２削減

４．ユーザーサービスの向上



ＥＴＣを活用したサービスの拡大

○既存のＥＴＣ車載器を用いて、公共駐車場における駐車場ＥＴＣ社会実験を実施

• 車両識別は「利用車番号」により、車両の入退場を管理
• １度の事前登録で３つの駐車場で利用が可能
• 料金はクレジットカード（ETC親カード）による紐付き決済
• 特約割引（サービス券）には、「登録IDｶｰﾄﾞ」 と「事前精算機」を活用して

対応

<実験の例：東京>
場 所：西新宿第四駐車場
構 造：平面自走式
管 理：東京都道路整備保全公社

収容台数：136台
営業時間：24h

料金体系：定期（夜間・昼間・全日）

時間貸し（200円/30分）

そ の 他：回数券/ｻｰﾋﾞｽ券あり①事前精算機に「登録ID
カード」を挿入し、入庫証
を発行（希望者には、携帯

メールで入庫時刻を送信）

②提携店舗では入庫証ま
たは携帯メールを提示し

従来通り、駐車 割引券
等を受取

③事前精算機に「登録ID

カード」と「サービス割引券
」を挿入し精算（割引後の
駐車料金がクレジットカー
ドにより決済）

②ゲートは自動開閉

ETC車載器ETCカード ETC車載器ETCカード

①ETCカードを挿入し駐車場へ ③そのまま駐車場へ

割引券割引券
精算精算

＋

 
駐車場 ET C 

登録IDカード 

登 録I D番号 ：0 0 0- 0 0 00 0 00 0 01  

（ 財） 駐車場整備推 進機構 
駐車 場E TC  登録・ 決済代行 センター

T E L 03 - ** ** -* * **

JPO 

【入場時（入口）】

【出場時（出口）】

入口ゲート

事前登録を行い、ETCカードを車載器に挿入し、入場（自動ゲート）

ETCカードを車載器に挿入し、退場（自動ゲート）

【割引なし】 【割引あり】

そのまま

出口へ

②ゲートは自動開閉

ETC車載器ETCカード ETC車載器ETCカード

①ETCカードを挿入し出口へ ②ゲートは自動開閉

ETC車載器ETCカード ETC車載器ETCカード

①ETCカードを挿入し出口へ

出口ゲート

４．ユーザーサービスの向上




